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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月７日 １２時００分ごろ 

発生場所 埼玉県行田市の利根川 

犬塚三等三角点から真方位０３２°１,３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１１.３２′ 東経１３９°２７.７４′） 

事故調査の経過 平成２６年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ 2014 Ultra
ウ ル ト ラ

 L X
エルエックス

、０.１トン 

２３０－５３６９２埼玉、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１２.０kＷ、平成２６年４月 

Ｂ 水上オートバイ アバレンジャー、５トン未満 

２１２－１０９６７埼玉、個人所有 

２.７３ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.３２ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、８６.８kＷ、平成１１年９月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ３４歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成１９年７月２日 

免許証交付日 平成２４年６月２６日 

        （平成２９年７月１日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ３４歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２６年５月２２日 

免許証交付日 平成２６年５月２２日 

        （平成３１年５月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口 

Ｂ 右舷船首部に亀裂 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船及び他の２隻の水上オート

バイと共に、平成２６年９月７日１１時５７分ごろ、群馬県千代田町
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の利根川の川岸を出発し、下流の利根大堰
おおぜき

に向けて遊走を開始した。 

Ａ船は、先行する２隻の水上オートバイに続いて利根大堰の手前で

反転したのち、約４０km/h の対地速力で上流に向けて行田市側の川岸

に沿って西進中、Ｂ船が左舷側至近に接近したのちＡ船に向って右転

し、１２時００分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船及び他の２隻の水上オート

バイに続いて下流の利根大堰に向けて遊走を開始した。 

Ｂ船は、先行する３隻の水上オートバイに続いて利根大堰の手前で

反転し、Ａ船の左舷後方約１０ｍのところから上流に向けて約４２

km/h の対地速力で遊走した。   

Ｂ船は、先行する水上オートバイを追って西進を続けていたとこ

ろ、Ａ船に追い付いて並走する態勢となり、左舷前方を先行する他の

水上オートバイ（以下「第三船」という。）が減速したので、第三船

を避けるため右転したところ、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の左舷船首部

とが衝突した。 

船長Ａは左足関節脱臼骨折を、船長Ｂは頚部及び腰部捻挫等をそれ

ぞれ負い、Ａ船の左舷船首部に破口を、Ｂ船の右舷船首部に亀裂をそ

れぞれ生じ、両船とも全損となった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ｂ船

の損傷状況 参照）  

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

水象：河川の水面 平穏 

 その他の事項 船長Ａは、約７年間の水上オートバイの操縦経験を有していた。 

船長Ｂは、本事故発生の約３か月半前に水上オートバイの操縦免許

を取得し、操縦経験は約１０回だった。 

本事故の発生場所は、埼玉県及び群馬県両県境の利根川の河川内

で、川幅は約６００ｍで浅所も存在するため、遊走可能な水域は狭か

った。 

船長Ａは、利根大堰の手前で反転して上流に向けて西進中、Ｂ船は

後から出発しているので、Ａ船の後方にいるものと思っていた。 

船長Ｂは、Ａ船の左舷側を通過する状態となったのちは第三船に意

識を向けて西進を続け、減速した第三船を避けるため右転するとき、

右舷方を確認しなかった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、行田市の利根川を上流に向けて西進中、船長Ａが、Ｂ船が
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Ａ船の後方にいるものと思い、Ａ船の左舷至近にＢ船が接近している

ことに気付かずに航行したものと考えられる。 

Ｂ船は、上流に向けて先行するＡ船を含む３隻の水上オートバイに

続き利根川を西進中、船長Ｂが、Ａ船の左舷側を通過する状態となっ

たのちは第三船に意識を向けて西進を続けていたところ、第三船が減

速したので避けようと右舷方を確認せずに右転したことから、右舷至

近を並走していたＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、行田市の利根川において、Ａ船が上流に向けて西進中、

Ｂ船がＡ船を含む３隻の水上オートバイに続いて西進中、船長Ｂが、

Ａ船の左舷側を通過する状態となったのちは先行している第三船に意

識を向けて西進を続けていたところ、第三船が減速したので避けよう

と右舷方を確認せずに右転したため、右舷至近を並走していたＡ船と

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・複数の水上オートバイが河川内で遊走する場合は、川幅以外にも

浅所などにより可航水域が制限されるため、操縦者は、互いの動

静に注意するとともに、船間距離を十分に確保して遊走するこ

と。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

(平成２６年９月７日 １２時００分ごろ発生) 

出発地点 

利根大堰 

犬塚三等三角点 

群馬県千代田町 

埼玉県行田市 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷船首部の破口 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷船首部の亀裂 


